
処 分 基 準

令和元年１２月１日作成

法 令 名：道路交通法

根 拠 条 項：第９０条第１０項

処 分 の 概 要：運転免許を受けることができない期間の指定

原権者（委任先）：宮城県公安委員会

法 令 の 定 め：道路交通法施行令第３３条の４第２項及び第３項（免許の拒否等

の場合の免許の欠格期間の指定の基準）

処 分 基 準：運転免許を受けることができない期間の指定については、法令の

定めを基準としつつ、別添「「運転免許の効力の停止等の処分量定

基準」の改正について（通達）」（令和元年１０月１１日付け警察庁

丙運発第２４号）に従い処分の軽減を行う。

問 合 せ 先：警察本部運転教育課（電話0223733601）
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